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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成30年6月28日(2018.6.28)

【公表番号】特表2016-514502(P2016-514502A)
【公表日】平成28年5月23日(2016.5.23)
【年通号数】公開・登録公報2016-031
【出願番号】特願2016-503566(P2016-503566)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ  17/60     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   17/60     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成30年5月8日(2018.5.8)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　本発明に従って、支持要素６は、簡易カルダンジョイント４０によって近位コネクタ２
に取り付けられている。この簡易カルダンジョイント４０は、アーチ形要素５の回転軸Ｘ
に対して垂直である第１の回転軸Ｚと、第１の回転軸Ｚに対して垂直である第２の回転軸
Ｙとを有し、この後者の軸Ｙは、アーチ形要素の回転軸Ｘに対し、第１の回転軸Ｚ上に中
心がある円弧に沿って移動可能である。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピン用の近位装着システムを収納するための近位コネクタ（２）と、
　ピン用の遠位装着システムを収納するための遠位コネクタ（３）と、
　前記近位コネクタ（２）と前記遠位コネクタ（３）との間で制御された移動をもたらす
関節ジョイント（４）と
を備える手首用関節装置（１）であって、
　前記関節ジョイント（４）は、支持要素（６）に回転可能に取り付けられたアーチ形要
素（５）を備えることで、手首の屈曲および伸展による回転軸に対応する回転軸（Ｘ）を
中心に回転することができ、前記アーチ形要素（５）が前記遠位コネクタ（３）に直接連
結されており、前記アーチ形要素（５）の回転を阻止する阻止手段（５１）と、前記アー
チ形要素（５）の回転を円弧の事前設定部分に制限する回転制限手段（５３）とが、とも
に前記支持要素（６）に直接取り付けられていることと、
　前記支持要素（６）が、簡易カルダンジョイント（４０）を用いて前記近位コネクタ（
２）に取り付けられており、前記簡易カルダンジョイント（４０）が、前記アーチ形要素
（５）の前記回転軸（Ｘ）に対して垂直である第１の回転軸（Ｚ）と、該第１の回転軸（
Ｚ）に対して垂直である第２の回転軸（Ｙ）とをもたらし、
　前記第２の回転軸（Ｙ）が、前記アーチ形要素（５）の前記回転軸（Ｘ）に対し、前記
第１の回転軸（Ｚ）上に中心がある円弧に沿って移動可能であることと、
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　前記アーチ形要素（５）は、ピン（５２）に蝶番式に取り付けられており、前記ピン（
５２）が孔を有し、その孔の中心にキルシュナー鋼線を貫通させて、前記手首の屈曲およ
び伸展による回転軸に対応する前記回転軸（Ｘ）の中央位置決めをすることができること
と
を特徴とする関節装置。
【請求項２】
　前記支持要素（６）は、その中心が前記アーチ形要素（５）の前記回転軸（Ｘ）と一列
に並ぶ円形要素（６ｂ）をもたらし、かつ、前記ピン（５２）の隣に配置されており、前
記円形要素（６ｂ）が、部分的にＸ線透過性材料で作られており、かつ、前記ピン（５２
）が、Ｘ線不透過性材料で作られている、請求項１に記載の関節装置。
【請求項３】
　前記阻止手段が、外部から回転するように操作されることが可能な止めグラブねじ（５
１）を備え、前記止めグラブねじ（５１）の端部が前記アーチ形要素（５）の縁部に当接
するように意図される、請求項１または２に記載の関節装置。
【請求項４】
　前記制限手段は、移動可能な挿入体（５３）を備え、
　前記挿入体は、前記挿入体（５３）自身の軸（Ｋ）に沿って移動可能であり、
　前記挿入体には、前記止めグラブねじ（５１）が貫通するねじ孔（５３ｂ）が設けられ
ている、請求項３に記載の関節装置。
【請求項５】
　前記挿入体（５３）は、前記アーチ形要素（５）の外周部に存在するリブ付き形状（５
ａ）に当接するように意図される偏心体（５３ａ）を備える、請求項４に記載の関節装置
。
【請求項６】
　前記簡易カルダンジョイント（４０）は、前記第１の回転軸（Ｚ）および前記第２の回
転軸（Ｙ）にそれぞれ対応する中心軸を有する一対の環状要素（４ａ、４ｂ）により形成
される連結要素（４）を備え、前記環状要素（４ａ、４ｂ）が、中央連結要素（４ｃ）に
よって互いに接合され、単一部品を形成している、請求項１～５のうちいずれか一項に記
載の関節装置。
【請求項７】
　前記簡易カルダンジョイント（４０）は、前記第１の回転軸（Ｚ）を中心とする回転を
阻止する第１の阻止ねじ（４２）と、前記第２の回転軸（Ｙ）を中心とする回転を阻止す
る第２の阻止ねじ（４３）とを備える、請求項１～６のうちいずれか一項に記載の関節装
置。
【請求項８】
　前記近位コネクタ（２）は、伸延／圧迫装置（２０）を用いて前記簡易カルダンジョイ
ント（４０）に連結されている、請求項１～７のうちいずれか一項に記載の関節装置。
【請求項９】
　前記伸延／圧迫装置（２０）は、その端部に、前記第２の回転軸（Ｙ）に対して回転可
能に連結されている伸延／圧迫体（２１）を備え、前記伸延／圧迫体（２１）が、リング
ナット（２３）によって操作される伸延／圧迫ピン（２２）を受け入れるねじ孔を有する
、請求項７に記載の関節装置。
【請求項１０】
　前記伸延／圧迫体（２１）上のスロット（２１ｂ）を通して前記伸延／圧迫ピン（２２
）の横断ねじ孔（２２ａ）にねじ込まれる前記伸延／圧迫ピン（２２）の阻止ねじ（２４
）を備える、請求項９に記載の関節装置。
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